
 

 

 

 

■ 夏休み親子納涼祭 

■ たてばやし七夕まつり 

■ 三野谷地区大運動会 

 
例年実施されていた以下のイベント・事業等は、

今年度は中止となりました。 
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〇 みのや防災ルール 

〇 命を守る防災マップ 

〇 避難対策 
（避難の流れ・要支援者対策） 

〇 今後の計画の進め方 
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2日（金）・９日（金） 絵手紙体験教室 

17日（土） 除草剤散布作業 

25日（日） 休館日 

※各予定は変更される場合があります。 

 群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」

の警戒度レベルが“３”に引き下げられたことに基

づき、公民館施設の利用が再開されました。 

 ご利用の際はマスクの着用や検温など、引き続き

感染予防対策にご協力をお願いします 

 三野谷地区の“防災の約束”を定めた、『三野谷地区防災計画』（2021

年版）が策定されました。これは、昨年度より三野谷地区区長協議会

が中心となって検討を重ね、作られたものです。 

将来起こり得る大規模な災害に対して、避難の方法やルート、必

要な物品や施設の場所、想定される被害などが、イラストと一緒に

わかりやすく書かれています。 

７月以降、地区内各戸に配付予定です。『館林市ハザードブック』

と併せてご確認いただき、ご家庭やご近所で、災害への備えをお願

いします。 

お問合せ先  

三野谷公民館  

（電話：0276-73-4062） 

市安全安心課  

（電話：0276-47-5114） 

『三野谷地区防災計画』 
主 な 内 容 

期 日 令和３年６月 21日（月）から 

ご注意 ○ 各部屋をご利用の際の収容人員は、 

上限の50％を目安とします。 

    ○ フリースペース等のご利用は、市内 

在住または在学の方に限らせていた 

だきます。 

    ○ 調理実習による試食は不可とします。 

「お助け名簿」作成に関する 
ご協力のお願い 

 災害時の要支援者対策の一環と
して、地区内の「お助け名簿」を作
成します。 
 防災計画と併せて各世帯に『お助け
名簿記入シート』が配付されますの
で、ご確認・ご協力をお願いします。 
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【お問合せ先】県立館林美術館 
（電話：0276-72-8190） 

＜期 限＞令和３年８月 31日（火） 

    （公民館での受付は７月 31日（土）） 

＜対 象＞市内に在住、在勤、在学のかた 

＜内 容＞市内で成虫を駆除し、死骸を提出した 

かたに、１匹あたり 50円または飲料 

水を交付します。（10匹から申請可能、 

上限 400匹まで） 

＜提出先＞市地球環境課環境保全係または各公民館 

＜期 限＞令和３年８月 31日（火） 

＜対 象＞市内在住者、市内事業所、行政区 

＜内 容＞被害木１本につき、登録薬剤（スプレ 

ー）１本と防虫ネットを交付します。 

＜ご注意＞上限は被害木10本分まで。防虫ネッ 

トは被害木の幹周の２倍分の長さまで。 

申請の際に被害木の写真が必要です。 

＜期 限＞令和３年 10月 29日（金） 

＜対 象＞市内在住者、市内に事業所がある事業 

主、各行政区 

＜内 容＞被害樹木への樹幹注入処理を行います。 

＜ご注意＞上限は被害樹木 10本分まで。 

対象樹木はサクラのみ。 

【お問合せ先】市地球環境課環境保全係 
       （電話：0276-47-5125） 

 

◉ 駆除奨励金・駆除奨励品を交付します！ 

◉ 防除用品を配付します！  

■ 被害樹木の樹幹に薬剤注入を行います！ 

 サクラやウメなどの木の中を食い荒らす害
虫（特定外来生物）“クビアカツヤカミキリ”
を駆除するため、今年も 
ご協力をお願いします！ 

 

 「里沼」をテーマに、「館林バトン」（星素子氏）
の素材を大募集中です！ 
 集まったたくさんの素材は、大きな作品となっ

て県立館林美術館に展示されます。 

 
募集会場・期間 
三野谷公民館 ７月30日（金）まで 
市文化会館など ９月 ５日（日）まで 

本市は、11月 27日（土）に合同金婚式典
を開催します。 
今年度より、対象者のかたより「申出書」を

ご提出していただくことになりました。 
申出書は、案内状や記念品の送付に必要で

す。式典の出欠席にかかわらず、該当するご夫
婦は申出書をご提出ください（申出書の様式
は、市高齢者支援課・各公民館にあります）。 

対 象 者  
本年8月1日時点で、次の両方に当てはまるご夫婦 
・ 市内に1年以上在住 

・ 昭和46年４月１日～昭和47年３月31 
日に婚姻届を提出し、婚姻を継続中 

申出書提出期限  
８月20日(金)までに、市高齢者支援課へ（郵送可） 
※ 本籍地が市外のかたは、婚姻関係がわか
る戸籍の写しもあわせてご提出ください。 

  本籍地が市内のかたは、お電話、市公式
ホームページからも申出ができます。 

 【お問合せ先】市高齢者支援課高齢者支援係 
       （電話：0276-47-5130） 

 


